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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 第12回 「工事完成基準と工事進行基準」   
（※工事完成基準と工事進行基準に関する全ての論点を取り扱っているわけではありません。） 

工事完成基準を適用 
【STEP２】へ 

NO 

工事進行基準を適用 
【STEP３】へ 
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（１）①（ⅰ）【工事収益総
額の見積り】 
工事の完成見込みが確
実であるか？ 

（１）①（ⅱ）【工事収益総
額の見積り】 
対価の定め（対価の額に
関する定め、対価の決済
条件、決済方法に関する
定め）があるか？ 

YES 

NO 

（１）②工事原価総額につ
いて信頼性をもって見積
もることができるか？ 

YES 

NO 

（１）③（ⅰ）決算日におけ
る工事進捗度について原
価比例法を採用している
か？ 

YES 

YES 

（１）③（ⅱ）決算日におけ
る工事進捗度について原
価比例法以外を採用し、
信頼性をもって見積もるこ
とができるか？ 

NO 

NO 

YES 

（２）当初は成果の確実性が認
められたか？ 

（２）②事後的な事情の変化により成果の確実性が失われた場合には、そ
の後の会計処理については工事完成基準を適用する。この場合、原則と
して過去に遡って修正する必要はない。 

（２）①当初は成果の確実性が認められなかったため工事完成基準を適用
している工事契約について、その後に工事が進捗し、工事の完成が近づ
いたことによって成果の確実性が増した場合でも、そのことのみを理由とし
て、工事完成基準から工事進行基準に変更することはできない。 
ただし、工事収益総額等、工事契約の基本的な内容が定まらないこと等の
事象の存在により、工事進行基準の適用要件を満たさないことから成果の
確実性が認められないと判断されていた場合で、その後に当該事象の変
化により、成果の確実性が認められることとなったときには、その時点より
工事進行基準を適用する。 

YES 

NO 



フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 第12回 「工事完成基準と工事進行基準」   
（※工事完成基準と工事進行基準に関する全ての論点を取り扱っているわけではありません。） 
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進
行
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【STEP１】から 

【STEP１】から 

工事収益については、工事が完成し、目的物の引渡しが行われた時に損益計算書に計上する。 
工事が完成するまでにかかった工事原価（材料費、外注費、人件費、経費）は「未成工事支出金」等の勘定科目で資産に計上し、工
事が完成し、目的物の引渡しが行われた時に損益計算書に計上する。 

【STEP５】へ 

（１）工事収益総額の見積り 
【STEP１】（１）で把握した工事収益総額を用いる。 

（２）工事原価総額 の見積り及び 決算日までに発生した工事原価の集計 
（決算日までに発生した工事原価を集計する際には①間接費及び②請求書締日後から期末日までに発生した工事原価の２点に留意が必要） 

 
（３）決算日における工事進捗度の見積り 

 
（４）工事収益及び工事原価の算定。 

当期に計上する工事収益と工事原価を算定し、損益計算書に計上する。 

工事原価 ＝ 当期に発生した工事原価

－
前期（前四半期）末までに計上した

工事収益（工事売上高）合計
工事収益

（工事売上高）
＝ 工事収益総額 × 工事進捗度

　【原価比例法】

決算日までに発生した工事原価

決算日時点の見積工事原価総額
原価比例法による工事進捗度 ＝



フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 第12回 「工事完成基準と工事進行基準」   
（※工事完成基準と工事進行基準に関する全ての論点を取り扱っているわけではありません。） 
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記

 
 

工事の追加や削減、工事内容の変更、対価の変更が行われた場合、工事収益総額、工事原価総額又は決算日における工事進捗
度の見積りを変更する。見積りが変更されたときは、変更が行われた期にその影響額を損益として会計処理する。 

 
工事契約について、工事原価総額等（工事原価総額のほか、販売直接経費がある場合にはその見積額を含めた額）が工事収益
総額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、その超過すると見込まれる額（工事損
失）のうち、当該工事契約に関して既に計上された損益の額を控除した残額を、工事損失が見込まれた期の損失として処理し、
工事損失引当金を計上する。 

　【工事完成基準の場合】

　　工事損失引当金 ＝ 工事原価総額等 － 工事収益総額

　【工事進行基準の場合】

　　工事損失引当金 ＝ （ 工事原価総額等 － 工事収益総額 ） － 当（四半期）期末までに計上済みの工事損益累計額

 

  工事契約においては以下の事項を注記する。 
 

  （１）工事契約に係る認識基準 

  （２）決算日における工事進捗度を見積るために用いた方法 

  （３）当期の工事損失引当金繰入額 

  （４）同一の工事契約に関する棚卸資産と工事損失引当金がともに計上されることとなる場合には、次の①又は②の 

    いずれかの額（該当する工事契約が複数存在する場合にはその合計額） 

     ① 棚卸資産と工事損失引当金を相殺せずに両建てで表示した場合 

      その旨及び当該棚卸資産の額のうち工事損失引当金に対応する額 

     ② 棚卸資産と工事損失引当金を相殺して表示した場合 

      その旨及び相殺表示した棚卸資産の額 
 

【STEP２】から 【STEP４】から 

【STEP５】へ 


